
 

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
負
担
軽
減
を
求
め
る
要
望
書 

 
 

 

 

土
地
の
固
定
資
産
評
価
を
公
示
価
格
の
七
割
を
目
途
に
設
定
す
る
現
行
の
固
定
資
産
税
制
度
は
、
地
価
の
高
い
都
心
区
の
納
税
者
に
は
極
め
て
不
利

な
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
過
重
な
税
負
担
は
、
区
民
生
活
や
区
内
三
万
六
千
事
業
所
の
大
半
を
占
め
る
中
小
零
細
事
業
所
の
事
業
継
続
に
大
き
な

影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
負
担
水
準
を
都
条
例
に
よ
り
引
き
下
げ
る
一
律
減
額
制
度
な
ど
数
々
の
軽
減
措

置
が
取
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
抜
本
的
な
改
善
に
至
ら
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。 

重
い
税
を
負
担
し
な
が
ら
も
住
み
、
働
き
、
次
の
世
代
に
資
産
や
事
業
の
継
承
を
願
う
区
民
の
声
に
は
切
実
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
わ
が
国

の
経
済
の
牽
引
役
で
あ
る
都
心
の
活
性
化
と
と
も
に
、
景
気
回
復
策
と
し
て
も
、
税
負
担
の
軽
減
や
適
正
化
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
中
央
区
の
区
民
・
事
業
者
の
負
担
実
態
に
即
し
て
、
納
税
者
と
し
て
納
得
で
き
る
水
準
と
な
る
よ
う
、

左
記
事
項
の
実
現
を
強
く
要
望
し
ま
す
。 

   
 

 
 

 
 

記 

 

一
、
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
一
律
減
額
制
度
を
令
和
三
年
度
に
お
い
て
も
継
続
す
る
こ
と
。 

一
、
小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
を
令
和
三
年
度
に
お
い
て
も
継
続
す
る
こ
と
。 

一
、
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措
置
を
令
和
三
年
度
に
お
い
て
も
継
続
す
る
こ
と
。 

一
、

 

固
定
資
産
評
価
の
引
下
げ
や
評
価
方
法
の
改
善
な
ど
現
行
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
こ
と
及
び
条
例
に
よ
る
一
律

減
額
制
度
を
恒
久
的
な
制
度
と
す
る
よ
う
、
国
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
。 

 

令
和
二
年
十
月
十
二
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